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本研究の 目的は,阪 神大震災で被災した西宮市南部市街地を対象に,そ の復興過程における住環境整備の課題を,都 市

計画 ・建築計画的視点から分析し,低 層既成市街地の段階的,部 分的中高層化による市街地整備のあり方を探ることである。

分析の結果,戦 前から定着した優良戸建て住宅地に容積率200%が 指定されている地区で,大 規模敷地での中高層マンショ

ン立地に伴う建物高さなどに起因する建築紛争が多発していること,また,そ れに対し,指 導要綱や地区計画などの活用が一

定の成果をあげていることが明らかになった。一方,小 規模敷地におけるマンション立地では,高 さの問題は少ないものの,相

隣環境の面で問題が大きいことが明らかになった。
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It has been one of the most important planning issues to control a gradual and partial increase of mid-to-high-rise apartments 

in the metropolitan low-rise housing area. This paper examined the living environmental issues of mid-to-high-rise 

apartments in the process of recovery from the Hanshin earthquake disaster in Nishinomiya, from the viewpoint of both urban 

planning and architectural planning. We concluded that the apartment on a large-scale lot tends to make a social conflict 
because of its height of building, on the other hand, the apartment on a small-scale lot has many problems in its neighborhood 

environment.

序 は じめに

我国の都市 において,低 層建物を中心に形成されてき

た既成市街地は中高層化に向けて再整備される方向にあ

るが,個 別に建設されるマンションのなかには,そ れま

での住環境の文脈を断ち切るように立地し,日 照紛争,

景観問題,地 区コミュニティさらには地区イメージの変

質等の問題を引き起 こすものが多い。マンション問題へ

の対応については多くの議論が重ねられ,法 規制の整備

などもなされてきた。しかし,こ れらは対症療法的な感

が強く,市 街地再整備への寄与といった観点からみたマ

ンションのあり方については,都 市計画的にも建築計画

的にも多 くの課題が残されている。

1995年 に起きた阪神・淡路大震災の被災地の中でも,

神戸市東灘区,芦 屋市,西 宮市は,低 層建物を中心とし

た比較的良好な住宅地として成熟段階にあったが,今 回

の震災によってこれ らの戸建住宅,長 屋,文 化住宅など

の多 くが被災する一方で,中 高層共同住宅中心の復興に

より既成市街地の中高層化を急速に進めている。その多

くは在来通りの個別マンション建設によってお り,従 来

から指摘されてきた既成市街地におけるマンション問題

を凝縮 ・拡大しているものと見受けられる。

このような視点から,本 研究においては西宮市南部市

街地を対象に,阪 神大震災の復興事例の問題点と課題を

分析 し,こ れを通して段階的,部 分的中高層化による市

街地再整備のあり方を探ることとする。

研究にあたっては,都 市計画的,建 築計画的視点より

並行 して進め,そ の上でよ り総合的な観点から実態の評

価,整 備課題の抽出,整 備のあり方の提言を試みる。な

お,本 論の構成は以下のとおりである。

第1編 都市計画的視点からみた住環境整備の課題

第2編 建築計画的視点からみた住環境整備の課題

結び 低層既成市街地における段階的,部 分的中高層

化に向けた計画的課題
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第1編 都市計画的視点からみた住環境整備の課題

1.は じめに

震災後の住宅復興計画は,3ヶ 年計画として策定されてお

り,また住宅復興の実態も3ヶ 年間で収束しつつある。本編

は,この間のマンション立地の動向及び住環境に関わるマン

ション紛争の実態を調査し,この分布と用途地域・容積率の

都市計画指定との関わりを分析するとともに,さらにこの都市

計画指定の行われた背景として,市 街地の形成過程による

市街地特性との関係を分析する。

さらに,低 層既成市街地の段階的,部 分的中高層化に伴

う住環境問題に対して,都 市計画による対応策を二つの側

面から検証する。一つは,主 として行政が行ってきた対応策

で,都 市計画及び都市計画を補完する条例等の動向であり,

もう一つは,主 として住民が提起した対応策で,そ の内容は

まちづくり協議会による地区計画策定に係る動向である。

2.震 災 後 にお け る マ ン シ ョ ンの 立地 動 向及 び マ ン シ ョン

紛 争 の 実 態

震 災 後 のマ ンション立 地 につ い て1995.1か ら1998.3ま で

に受 理 され た建 築 確 認 申請 より立 地 動 向 を把握 す る。これ に

よる と,震 災 後 の 中 高 層 マ ン シ ョン は1,062件,住 戸 数

17,833戸 立地 して いる。これ に対 して,1995年 度 ～1997年

度 の3ヶ 年 にお ける住 宅 着 工 目標 を定 め てい る「西 宮 市住 宅

復 興3ヶ 年 計 画(表1-1参 照)と比 較 して みると,民 間 住 宅 は

民 間 借 上 げ に よる 災 害 復 興 準 公 営 住 宅 を 加 え て 合 計

14,500戸 の 計 画 である。本 計 画 には 低 層 住 宅 も含 まれて い

るが,中 高 層 マ ンション建 設 のみ で 計 画 戸 数 を超 えてお り,

住 宅 地 に お ける中高 層 化 が 著 しく進 んで いることがわか る。

次に,マ ンション紛争として,震 災後3ヶ 年の間に西宮市

役所に対して市会請願・陳情・市長陳情が提出されたものを

対象とし,その分布について把握する。

図1-1は 震災後の中高層マンションの分布,及 びこれらの

内,マ ンション紛争の対象となったものの分布を示したもので

ある。これより,震災後に新築された中高層マンションの立地

が南部市街地全域に広がっているのに対して,マ ンション紛

争対象建築物の分布は市街地西部とJR東海道線以南の東

部及び国道171号 線の北部に集中しており,マンション紛争

は地域により偏っていることが分かる。

さらに,マ ンション紛争対象建築物を①建物階数別・②従

前用途をふまえた敷地規模別 ・③建築主別・④用途地域注D

別の実態をみると次のことが明らかである。

①6,7階 建てのものが多い一方で,3～5階 建ても対象とな

っており,市街地中央部以外に点在している。

②従前用途が戸建住宅 駐車場等の空地で,敷 地面積500

～2,000㎡ の比較的規模の大きい敷地に立地するものが

多く,広く全域に点在している。

③市外の法人によるものが約8割 を占めている。

④用途地域別にみると,件数では1中 高,近 商が多いが,

件数密度でみると,2低層(0.057件/ha)が 最も高く,以下,

近商(0.056件/ha),1中 高(O.034件/ha)が 高い。また,用

途地域と建物階数の関係をみると,1中 高で5～7階 建て



のもの が 多 く,容 積 率 の 高 い 近 商 で は,7階 建 て以 上 のも

のが,大 半 を 占める(表1-2参 照)。

3.市街地特性からみたマンション紛争

西宮市南部市街地は,阪 神 間における優良な住宅地とし

て知られており,このイメージは,昭 和初期までに開発された

優良な戸建住宅地の良好な住環境に負うところが大きい。そ

の後の市街地拡大期や戦災復興時においては,戸 建住宅

に加えて長屋,文 化住宅などの木造住宅が既成市街地に立

地し,また,1960年 代後半からは公営・公団などによる中高

層共同住宅団地開発が進む他,既 成市街地に個別に中高

層マンションの立地が進みつっあった。こうした経緯を図化・

区分し,市街地特性を表1-3の ように5類 型に区分した。

市街地の大半はC,Dに 類型化されることから,当市では

早い時期からほぼ全域にわたって,基 盤整備された住宅地

が広がっていることが分かる。文2)

用途・容積率にっいては,容 積制が適用された1973年 の

指定状況を元に分析する。なお,1996年 指定の現行用途地

域はほぼ原則移行であり,容積率指定は事業区域等一部を

除いて変更はない。

以上より,次の待徴がみられる。

① 市街地B内 の当時の環境が維持されている地域,及 び市

街地E内 の戸建住宅地として開発された地域においては

容積率が150%以 下として指定されている。

②住・商・工が早くから混在した市街地C及 び市街地Dの 一

部に,300%以 上の高容積率が指定されている。

③ 基盤整備の進んでいる市街地C,Dに おいて,200%の 容

積率が広範囲にわたって指定されている。

以上の市街地類型のうち,特 に市街地B,Cに おいてマン

ション紛争が多くみられる。(図1-2参 照)これは,震 災によっ

て倒壊した敷地規模の大きい戸建住宅跡地や土地所有者

の手放した駐車場等の空地を市外のデベロッパーが購入し,

第2種 住居専用地域(200%)の 指定の下に,周 辺の低層建

物とは規模・高さともに異なる中高層共同住宅が建設される,

といった状況が進行したため,紛 争が多発したと考えられる。

B,Cの 市街地は早くから良好な住宅地として発展し地区コミ

ュニティも定着しており,住環境に対する住民の意識も比較

的高く,このことも紛争多発の要因と考えられる。

4.中 高層化への都市計画対応策

4.1行 政による対応策

1960年 代のマンションブーム期に,中 高層建築物が日照

問題等周辺住環境に与える悪影響が社会問題となり,各地

で中高層建築物に対する規制強化の動きが見られた。1976

年には建築基準法が改正され,日 影規制が導入された。

これと連係して本市では,1973年 に「市民の生活環境を

守る条例」及び「中高層建築物の建築に関する指導要綱」が

施行された。この条例及び要綱は,高 さが10m以 上または地

上4階 以上の建築物を対象とするもので,高 度地区より厳し

い北側斜線制度・電波障害対策・駐車場の設置等の技術基

準と,住民との事前協議などの手続きを定めている。この中

で特筆すべきは敷地面積の最低基準を500㎡ としたことであ

る(500㎡ 未満の敷地では商業系用途地域を除いて4階 以

上は建てられない)。2章において敷地面積500㎡ 未満での

マンション紛争はわずか3件 のみであり,この規制が一定の

効果を挙げていたものと考えられる。

1984年 には先の条例と要綱を一本化して「市民の環境を

守る条例」が制定され,規 制が強化されている。なお,1997

年には「自然環境を守る条例」と一本化し「西宮市環境保全

条例」として規制がなされている。



さらに,震 災後のマンション立地の急増により,建物高さに

起因する紛争が多発し,住民側から用途地域見直しの要望

が多く出されたが,当 市では1998.4.1に 高度地区の指定強

化を行い対応した。これにより,建物最高高さ20m(概 ね7階

建て)及び15m(概 ね5階 建て)の制限区域が,主 に市街地東

部,西 部,北 部に拡大した。この指定強化は,一 部の既存不

適格を特例として認めてまで行っており,他市に類をみない

措置であった。

この指定強化を2章 で示したマンション紛争の実態と照合

し分析すると,もし同じ場所で問題が起こると仮定すれば,8

階建て以上でのマンション紛争が20m制 限の拡大区域,6

階建て以上でのマンション紛争が15m制 限の拡大区域に含

まれており,一定の効果が認められる。しかし,表1-2よ り

15m以 下の5階 建てでのマンション紛争も多く,高度地区に

よる建物高さ制限のみでは対応に限界がある。また,既 存不

適格を増加させることに限界があり,高度地区指定の更なる

拡大は期待できない。

4.2住 民による対応策

中高層化に対する住民による対応等は,震 災前では建築

協定や任意のまちづくり協定などを適用し住環境の維持を

図る地区もあったが,多 くは個別マンション建設に対する反

対運動が主なものであった。

しかし,震 災復興の過程で,各 地で住民主体のまちづくり

活動が展開し,1999年11月 までに13地 区で地区計画策定

を主目的としたまちづくり協議会が発足している。この内,西

宮北口駅北東地区,森 具地区の2地 区は,震 災復興土地区

画整理事業に対応して発足したものであるが,他 の11地 区

の内,地 区計画が決定された8地 区について,その計画内

容をみると,建物高さの制限を強化していることから(表1-4

参照),中 高層化による住環境の悪化を主なきっかけとし,住

環境保全をねらいとして発足したものである。

まちづくり協議会発足地区と高度地区の指定強化区域と

比較してみると,高さ制限を強化した区域内でのまちづくり

協議会発足地区もあり,これは前述の高度地区強化では対

応できない建物高さ制限を地区計画で補完するねらいがあ

る(図1-3参 照)。

また,上 記のまちづくり協議会11地 区を先の市街地類型

からみると,大半の地区は市街地B,Cで 発足しており,住民

の住環境に対する意識が強いと考えられる市街地B,Cで は,

今後も地区計画対応の地区が出てくる見込みがある。

以上の行政と住民による中高層化への対応策をみると,

行政は用途・容積指定を補完する条例・要綱の整備,高 度

地区の指定強化などを行って効果を挙げてきたが,そ れらに

は一定の限界があり,個々の地区の住環壌問題の解決には

不充分であること,一方,これに対して住民がまちづくり協議

会を設置し,地 区計画策定により地区の実態に即した効果

を挙げていることが明らかである。

このことは,震 災復興に伴う市街地変容の実態に対して,

法制度によって設定される市街地像と既存住民の想定する

市街地像とに大きなギャップが顕在化しているのではないか

と考えられる。

5.法制度による市街地像と住民の市街地像とのギャップ

5、1市街地像の定義

ここでは,前 述したギャップを検証するにあたって,両 者の



市街地像について,以 下のように定義する。

①法制度による市街地像

個々の敷地における適法の建築行為が集積して,そ の地

区の条件により結果的に実現する市街地像。

②住民の市街地像

その地区の大多数の住民が潜在的にもっている市街地像

であり,必ずしも明快な具体像として認識されてはいないが,

地区内にそれに反する異物が混入する(建築行為が行われ

る)ような場合に顕在化する。

5.2地 区計画策定にみる住民の市街地像

前述の地区計画策定に取り組んでいる11地 区のうち,安

井地区及び 甲子園一番地区を取り上げ,ま ちづくりの経緯

及び地区計画策定に係る活動内容を分析するとともに,協

議会関係者へのヒアリングを補足的に実施し,法 制度による

市街地像と住民の市街地像とのギャップについて検証する。

1)対象地区の概況及びまちづくりの経緯

両地区は市街地類型Cに 位置する。11の町から構成され

る安井地区は,戦 前の耕地整理によって市街化が進み,現

在地区中央に近商が指定されて業務 商業施設が集積して

いるが,地 区西部は1中 高,1住 居が,東 部は1住 居が指定

されており,戸建住宅や長屋,文 化アパートなどが混在した

低層住宅市街地である。次に,甲 子園一番地区は,戦 前の

土地区画整理によって市街化が進み,現 在用途地域により

大部分が1中 高に指定されており,一部幹線道路沿いに1

住居,近 商が指定されているが,地 区の大半は戸建住宅を

主とした住宅市街地である。

この両地区のまちづくり活動に至る経緯についてみると,

阪急電銑JR東 海道線に囲まれた交通至便な地区である安

井地区においては,震 災前から中高層マンションの立地が

進行しマンション紛争も少なからず起きていたが,震 災後の

中高層マンション計画の急増及び震災復興道路事業による

住環境の変化に対してまちづくり活動が行われることとなっ

た。また,甲 子園一番地区においては,震 災前には4階 建て

以上を規制する自治会による任意のまちづくり協定により個

別に話し合いがなされ,対 処されてきたが,震 災後にマンシ

ョン計画が多発したことにより地区計画策定に向けたまちづ

くり活動が行われることとなった。

2)アンケートによる住民の市街地像

地区計画策定に係る協議会により行われた住民意識アン

ケート結果より,住民の市街地像にっいて検証する。両地区

において,住 民意識アンケートは3回 実施されており,第1

回は現在のまちの問題点,ま ちづくりに対する意向を,第2

回,第3回 は協議会で策定されたまちづくり方針,地 区計画

案等についての意向を主に聞いている。

地区計画策定の基礎となる,第1回 アンケートによるまち

の問題点,将 来の目標像に関する結果の分析により検証す

ることとする(表1-5参 照)。

まず,安 井地区においては,「高層と低層家屋の混在」「駐

車場不足」「ワンルームマンション問題」が,この地区の特徴

である「都市計画道路整備」より問題意識として高く,将来の

目標像については「公園や宅地内の緑」「歩道整備」に関心

が高い。また,甲 子園一番地区では,約 半数の住民が「不法

駐車」「空地に高層建物の増加」が問題であるとしており,将

来の目標像についての設問では,「公園が増加したうるおい

あるまち」「道路や歩道が整備されたまち∫に関心が高く,「低

層住宅と中層住宅が適度に混在」については関心が低い。

両地区ともマンション立地が進む中,従 来の「低層」形態と

異なる「中高層の混在」に対して問題意識が高く,同時に人

口増加 に伴う駐車場不足,そ の結果としての「路上駐車」が

まちづくりの重要な課題とされている。

3)地区計画の内容による住民の市街地像

実現した地区計画の内容の分析により市街地像のギャッ

プを検証する。策定された地区計画と法制度による現行規

制と比較したものが表1-6で ある。これについてみると,まず

安井地 区についてみると,3種 の用途地域指定によって区



分されていた地区が,西 部,中 部,東 部の3市 街地,そ して

幹線道路沿道と内層に区分され,7地 区に細分化されており,

「用途制限」「建物高さ」「最低敷地規模」「かき・さく」にっいて

定められている。「用途制限」については,中 部市街地にお

けるマージャン屋等の禁止,西 部市街地内層地区における

店舗面積の小規模化が図られ,ま た,従 来制限のない「最低

敷地規模」「かき・さく」の規制が内層地区について新たに定

められている。「建物高さ」については,7地 区全てにおいて

最高高さ制限が設けられており,[制限なし]→[30m・20m],

[斜線制限のみ]→[18m・15m・12m]等 現行規制と比較して大

きく強化されている。これは第1回 アンケー一トによる「高層と低

層家屋の混在」の問題意識が反映されたものであり,また,

「公園や宅地内の緑」についての要望により地区計画の「か

き・さく」の項 目が設けられている。

次に甲子園一番地区をみると,当該地区では用途地域に

基づいて地区を区分し,それぞれの地区で「用途制限」「建

物高さ」「壁面位置」「最低敷地規模」について項目を定めて

いる。「用途制限」については,風 俗・マージャン屋等の禁止,

店舗面積の小規模化,そ して全地区について共同住宅の1

戸当りの最低面積が定められている。「建物高さ」についてみ

ると,国道2号 線沿道は[制限なし]→[20rn],地区の大半は

[15m・20m]→[12m]と 現行規制と比して大きく強化され,ま た

「最低敷地規模」が全地区において[100㎡]に 定められ低層

戸建住宅を規範とした建物形態・規模の制限が設けられて

いる。また,「壁面後退」については,指 導要綱による[1.Om]

が[1.5m・1.Om]に決定されており,「敷地規模」にっいて定め

られた項 目と併せて,中 高層化に伴う高密度化に対する制

限が設けられている。

以上より,中高層化に伴う住環境問題をもつ両地区に共

通して「用途制限」「建物高さ」について制限の強化が図られ

ており,つまり法制度による市街地像と住民の市街地像との

ギャップとして「用途制限」「建物高さ」が主要なギャップであ

るといえる。

詳細に地区を設定しきめ細かな対応のできる地区計画は,

法制度によって可能な形態・規模のマンション建設,中 高層

化する市街地像と住民の市街地像とのギャップを埋める手

段として大いに有効であり,中高層化に伴う高さ等に起因し

た住環境問題に対して効果が認められる。

しかしながら,アンケートやヒアリングによると,中高層化に

伴う住環境問題として,従 来の戸建住宅のもつ庭木・緑地や

敷地内空地によるゆとり空間の減少,駐 車場の不足などに

っいても,住 民の問題意識は高く,住民の市街地像の中に

は,地 区計画では対応できない課題が残されている。

6.ま とめ一市街地像のギャップと住環境整備の課題

都市計画的視点からみた研究の結果をまとめたい。

①西宮市南部市街地では,震 災復興過程で民間のマンショ

ン立地が急増したが,特 に戦前の耕地整理事業もしくは

土地区画整理事業により形成した市街地で住環境問題に

関する紛争が多発している。紛争の要因は建物高さが多

く,特に5～7階 での紛争件数が多い。

②1973年 の用途・容積指定,特 に戦前から定着した優良な

戸建て住宅地に広範囲に容積率200%を 指定したことが,

その後の中高層化に伴う住環境問題の要因の一つとなっ

ている。

③同時期に制定された市民の生活環境を守る条例,中 高層

建築物の建築に関わる指導要綱によって小規模敷地に

おける規制強化が図られ,そ の後用途地域の見直し,高

度地区の強化など行政による対応が行われて一定の効果

を挙げてきたが,法 制度による市街地像と住 民の市街地

像にギャップが残されている。

④住民側のギャップ対策として,任 意のまちづくり協定など

の対応があったが,震 災後のマンション紛争多発に対して,

まちづくり協議会が住環境保全を目的とした地区計画策

定を行う例が多くなっている。

⑤住民による地区計画策定活動の事例を分析すると,市街

地像のギャップは特に「用途制限」「建物の高さ」「駐車場

問題」に大きい。

⑥地区の住環境を積極的に保全するためには,都 市計画に

よる地域地区制のみでは十分でなく,地区計画が活用さ

れているが,低 層住宅市街地の段階的,部 分的な中高層

化を計画的に進めるには,地 区計画では実現しない課題

もまだ残されている。



第2編 建築計画的視点からみた住環境整備の課題

1.は じめに

本編では,段 階的,部 分的に中高層化が進んだ結果,

低・中高層住宅が混在することとなった住宅既成市街地典

型地区を対象として,マ ンション建築の実態を個別に調査し,

マンションの建築計画からみた住環境整備の問題点と課題

を明らかにする。検討内容は相隣関係,街 路側のしつらえ,

駐車場設置状況である。

2.調 査概 要

2.1調 査 対 象 地 区 と調 査 対 象 マンション

1)調 査 対 象 地 区

調 査 対 象地 区は,甲 子 園 一 番 地 区 と安 井 地 区 の範 囲か ら

選 出 した。前 者 は 甲 子 園 一 番 町 全 域(9.4ha),後 者 は 安 井

地 区 全 域(67,6ha)の うち 末 広 町 ・分 銅 町 ・常 盤 町 ・平 松 町

の範 囲(17.7ha)で ある。

これ らの 地 区 は,第1編 の 表1-3に お ける市 街 地 類 型 で

は ともに 「C.戦 前 土 地 整 理 型 」に分 類 され てい る。ただ し,

甲 子 園 一 番 地 区が 土 地 区画 整 理 による市 街 地 で あり,安 井

地 区 が耕 地整 理 による市 街 地 で あるという点 が異 なる。前 者

の街 区 寸 法 は 戸 建 住 宅 を想 定 したもので あ り,東 西110～

150m,南 北 は ほぼ 一 律 の45m程 度 で ある。後 者 の 街 区 寸

法 は,東 西 は47mと100m前 後 の2種 類,南 北 は35～110

mと 様 々で あり,正 方 形 に近 い 形 状 の 街 区 が 多 い。

2)調 査 対 象 マ ンション

調 査 対 象 マ ンションは,調 査 対 象 地 区 内 に建 つ 全 て の3

階 建 以 上 の マンションである。図2・1は 調 査 対 象 マ ンション

の位 置 図で ある。甲 子 園 一 番 地 区18事 例(170戸),安 井

地 区51事 例(832戸),合 計69事 例(1002戸)で あ る。戸

数 は 事 務 所 ・店 舗 等 を含 んで いる。図2・2は 代 表 的なマ ンシ

ョンの 配 置 平 面 図 で ある。

表2-1に は用途地域別に敷地規模と建物階数を示した。

敷地規模は,1)500㎡ 以上(以 下,大 規模マンション),

2)500㎡ 未満300㎡ 以上(以下,中 規模マンション),3)300

㎡未満(以 下,小 規模マンション),の3段 階に分けた。敷地

面積500㎡ は,そ れ以上の敷地規模があれば,西 宮市にお

いて中高層建築物(高さ10mを こえるもの,または階数4以

上)を建築できるという値である(「西宮市環境保全条例」)。

敷地面積300㎡ は,それ未満の敷地規模であれば,駐 車場

設置義務があっても当該敷地内に確保しなければならない

台数が,必 要台数の1!2未 満でも可となる値である(「西宮市

小規模住宅等指導要綱」)。

大規模マンション16例 のうち近隣商業地域(以 下,近 商)

に立地する7例 はほとんど6階 建以上(8～11階)で あり,第

1種 住居地域及び第1種 中高層住居専用地域(以 下,住 居

系用途地域)に立地する9例 はほとんど3～5階 建である。

中規模マンション22例 のうち19例 は住居系用途地域に

立地し,ほとんどが3階 建である。近商に立地する3例 は5

階建以上となる。

小規模マンション31例 のうち15例 が住居系用途地域に

立地し,そのほとんどが3階 建である。近商に立地する16例

では,半 数以上が4,5階 建以上となる。なお,敷 地面積200

㎡未満の極小規模事例が19例 あり,そのうち14例 は近商

に立地する。

2.2調 査 方 法

現 地 調 査 で は,住 宅 地 図(ゼ ンリン,1999年)を もとに作

成 したマ ンションごとの フィL-一一・ル ドマ ップ(縮 尺1!200)に,マ

ンションの 配 置 図,各 階 平 面 図 及 び 周 辺 建 物 の 屋 根 伏,階

数,用 途 を記 録 した。分譲 ・賃 貸 の別 はヒアリング 等 によった。

併 せ て マ ン ション 外 観 の 写 真 撮 影 を行 っ た 。現 地 調 査 は

2000年6月16日(甲 子 園一 番 地 区)及 び7月20,21日(安

井 地 区)に 実 施 した。な お,補 足 調 査 として敷 地 間 口,可 能

なもの は敷 地 奥 行 を実 測 した。

マ ンションの建 設 時 期(震 災 の 前 後)と 震 災 後 に建 設 され

たマ ン ションの 従 前 用 途 は,震 災 直 前 の 住 宅 地 図(ゼ ンリン,

1994年)か ら判 断 した。敷 地 面 積 は作 成 図 面 より計 測 した。

3.調 査対象マンションの概要

3.1敷 地規模と建物階数

3.2建設時期

表2-2に はマンションの敷地規模別に建設時期を示した。

建設時期を震災の前後でみると,全事例69例 のうち28

例が震災後のものである。また,震 災後には大規模マンショ

ンの割合が大きくなっている。この傾向は,震 災の被害が大

きかった安井地区で著しい。

震災後に建設されたマンションの従前用途は複数の戸建

住宅跡地が11例 で最も多く,駐車場の跡地を使ったものは

6例,店 舗・診療所4例,2階 建アパート3例 が続く。一方,

調査対象地区は,震 災後にできた駐車場を多数保有してお
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り(甲子 園 一 番 地 区2ヶ 所,安 井 地 区]9ヶ 所),こ れ らが マン

ション敷 地 とな る可 能 性 がある。

3.3供 給 方 式

表2-2に はマンションの敷 地 規 模 別 に分 譲,賃 貸 の別 を

示 した。調 査 対象 地で は,69例 中16例 が分 譲,53例 が 賃

貸 で ある。小 規 模 マ ンションは ほ とん どが賃 貸 で ある。大 規

模 マンションで は 半数 の事 例 が 分 譲 マ ンションであ る。

4.相 隣関係

4.1建物配置と隣地の状況

表2・3は 敷地規模別,方 位別にマンション建物と敷地境

界線内外の空地の有無を示したものである。数値は境界線

の本数であり,マンション1事 例が東西南北に4本 の境界線

をもつ。ここでいう空地とは,外 壁面あるいは各階バルコニ

s・一一一・廊下・階段等の先端と敷地境界線の問の幅2m以 上の

空地をいう。

マンション敷地内空地の有無をみると,方位別では北,南,

東・西の順で,規 模別では大規模になるほど敷地内空地の

あるものが多くなる。大規模マンションではほとんどが北に空

地をもつ。南にも空地があるものが多く,東・西の空地は少な

い。中規模マンションになると空地をもつものが減り,小規模

マンションでは4方 向ともに空地のない事例が大半になる。

敷地内空地のない境界線について敷地外の状況をみると,

空地のあるものは半数であり,その過半は道路である。大規

模マンションでは,敷 地外空地のない境界線の多くは東・西

である。中規模マンションでは,南,北 にっいては敷地外空

地のあるものが大半で,そ の過半は道路である。東・西では,

半数以上が隣地にも空地がない。小規模マンションの北境

界線では道路を大半として敷地外空地のあるものが多いが,

南と東・西では敷地外空地のないものが多い。

42主 開 口 の 方 向 と隣地 の 状 況

表2・4に は主 開 口の方 位 と,そ の前 方 の空 地

の 状 況 を示 した。バ ル コニ ー を有 す る大 きな 開

口を 主 開 口と認 定 し,空 地 の有 無 の 認 定 方 法 は

「建 物 配 置 と隣 地 の状 況 」に準 じた。

1)主 開 口方 向の数 と方 位

主 開 口が1方 向 なのは42例,2方 向 は25

例(主 開 口面 数 で50面),3方 向 は2例(主 開

ロ面 数 で6面)で あ る。

主 開 口の方 位 は,1方 向42例 中 「南 」が31

例,「 東 ・西 」が11例 で,「北 」はない 。2方 向25

例 中 「南+北 」が17例,「 南+東 ・西 」が2例,

「北+東 ・西 」が6例 である。3方 向2例 はともに

「南+東+西 」である。南 向 きの志 向が 強 い の は

明 らか であ るが,主 開 口が他 の方 位 を向 くものも

少 なか らず ある。とくに主 開 口が2方 向 の場 合 に

「南+北 」と北 向きの 主 開 口が 多 くな る。

主 開 口方 向 の数 と敷 地 規 模 の 関 係 を み ると,

大 規 模 マンションで主 開 口1方 向 が多 く,これ ら

は い ず れも南 向きである。敷 地 規 模 が 大 きい 場

合 は 南 向 き志 向 を実 現 できているが,敷 地 規 模

が 小 さい 場 合 は 隣 地 との 関 係 等 で 主 開 口 が

様 々 な方 位 にな るとみ ることがで きる。

2)主 開 口方 向 の空 地 の 状 況

主 開 口方 向 に敷 地 内 空 地 をもつ の は,主 開

口1方 向 で18/42例 である。主 開 口2方 向で は

5/25例 で,そ のうち3例 は2方 向 に敷 地 内空 地

左もっ.‡ 開 口3方 向 の2例 は 敷 地 内窄 地をも

たない。敷地内空地を

もつ事例は,ほ とんどが

中・大規模マンションで

ある。敷地内空地は「庭



など」にくらべて「駐車場」がやや 多い、,

主開口方向に敷地内空地をもたない事例は,主 開口1方

向24/42例,主 開口2方 向20/25例,主 開口3方 向2!2例,

合計46/69例 である。このうち主開口1方向の4例 以外の42

例は敷地外の空地に面する。敷地外空地の大半は道路で

あり,他の建物敷地の空地,駐 車場,公 園が若干みられる。

主開口方向に敷地内空地をもたず,敷 地外にも空地のな

い事例は主開口1方 向で4例 である。主開口2～3方 向の場

合はどちらかの方向に空地をもっが,2～3方 向のうち1方 向

で空地のない事例が17例 ある。これら21例 のうち低層建物

に面するのが17例,中 高層建物に面するのが4例 である。

5.街 路側のしつらえ

ここでは,街 路側の空地の有無と用途,建 物1階 の用途を

みて,これを街路アメニティへの影響という視点から「寄与」,

「阻害」,「中立」というように分類した。分類方法は以下の通

りである。

①寄与;街 路側空地を確保しこれを主に植栽や前庭として,

建物1階 に駐車場等のアメニティ阻害要素のないもの。

②中立:街 路側に空地をもたず,建 物1階 に駐車場などのア

メニティ阻害要素のないもの。

③阻害:街 路側の屋外または建物1階(半 地下を含む)が主

に駐車場やサービス空間(自 転車置き場,受 水槽,倉 庫

など)で占められているもの。

次に「阻害」については,道 路側境界の植栽や,植 栽を伴

う装飾的な壁を,アメニティを向上させる補完要素として,そ

の有無をみた。以上のような方法で街路側のしつらえを分類

した結果を表2・5に 示した。

補 完 有 」15例,「 阻 害 ・補 完 無 」18例 で ある。特 徴 的 な 内容

を補 足 す ると,阻 害 要 素 は ほとん どが駐 車 場 でそ の 位 置 は

屋 外 と建 物1階 ピロティがほ ぼ半 々 であること,「中 立 」の うち

約 半数 は 建物1階 に店 舗 ・事 務 所 をもつ ことが 上 げ られ る。

敷 地 規 模 との 関 係 をみると,「大 規 模 」16例 のうち 「寄 与 」,

「阻 害 ・補 完 有 」がそ れぞ れ6例 ず つで,「 中立 」,「阻害 ・補

完 無 」は それ ぞれ2例 ず つ である。「中規 模 」21例 で は 「阻

害 」14例 が 大半 を 占め,そ の うち 「阻 害 ・補 完 有 」と「阻 害 ・補

完 無 」が半 々 に分 か れ る。「小 規 模 」29例 で は 「中立 」18例

が 多 く,「阻 害 」11例 がこれ に次 ぎ,「 寄 与 」は 皆 無 で ある。

「阻 害 」の なかで は,「阻 害 ・補 完 無 」8例 が 大 半 を 占め る。

「大 規模 」で はアメニティに寄 与 す るか,阻 害 要 素 をもつ に

してもこれ を補 完 す る街 路 側 の しつ らえを施 す 傾 向 が認 め ら

れ る。一 方,「 小 規 模1で は 「大 規 模 」と異 なって 阻 害 要 素 を

補 完 できない傾 向 があ り,阻 害 要 素 の 有 無 す な わ ち駐 車 場

設 置 の有 無 がそ のまま街 路 アメニティ阻 害 の 有 無 にっ ながる。

「中 規模 」で は 駐 車 場 を設 置 す るもの が 多 く,阻 害 要 素 をも

つ ことになるが,こ れ を補 完 す るの は約 半 数 で ある。

方位 との 関係 をみ ると,「北 」29例,「 南 」18例,「 東 ・西 」

19例 で,「北 」が多 い。特 徴 的 な点 としては 「南 」に 「阻害 ・補

完 無 」が 多 く,「東 ・西1に 「中 立 」が 多 いことで ある。

2)主 出入 り口のな い側

接 道 面数 が複 数 のマ ンションで は,主 出入 口の ない接 道

面 をもち,そ の数 は30で ある。この うち 「寄 与 」4例,「 中 立 」

13例,「 阻 害113例 である。「阻 害 」にっ い て補 完 要 素 の有

無 をみ ると,「阻 害 ・補 完 有 」4例,「 阻 害 ・補 完 無 」9例 で ある。

主 出 入 り口側 と比 較 す ると,「中立 」がや や 多 く,「寄 与 」,「阻

害 」はや や 少 な い。「阻 害 」の なか で 「阻 害 ・補 完 有 」の 占 める

割 合 は 少 ない。阻 害 要 素 に は駐 車場 に加 えてサ ー ビス空 間

が み られ る。

敷 地 規 模 との関係 をみ ると,「大 規 模 」10例 で は 特 定 の型

へ の 集 中 はみ られ ない 。「中規 模 」,「小 規 模 」で は 「中 立 」と

「阻 害 ・補 完 無 」が 多 い。

方 位 との 関係 をみ ると,「北 」6例,「 南 」7例,「 東 ・西 」17

例 で,主 出 入 口側 と比 較 す ると,「北 」が 少 なく,「東 ・西 」が

多 い 。特徴 的 な点 としては 「北 」に 「阻 害 ・補 完 無 」が 多 いこと,

「東 ・西 」に 「中 立」,「寄 与 」が 多い ことが上 げ られ る。

1)主 出入 り口側

69事 例 か ら「旗 竿 敷 地 」3例を除 い た66例 のうち,主 出 入

口側 のしつ らえが 「寄 与 」10例,「 中 立123例,「 阻害133例

で ある。「阻 害 」につ い て補 完 要 素 の 有 無 をみ ると,「阻 害 ・

6.駐 車場

6.1駐車場設置基準

西宮市のマンションの駐車場設置基準は,1973年 に「中

高層建築物の建築に関する指導要綱」において予定戸数の

20%以 上という基準が定められて以来,数 度にわたって改

正れてきた文4),現在は「開発事業に関する指導要綱」と「西

宮市小規模住宅等指導要綱」により,戸数・住戸規模 ・用途

地域等に従って設置率(戸 数に対する駐車台数の割合)20

～100%の 基準が定められている。敷地面積500㎡ 未満か

つ戸数1〔〕戸未満のマンションには,設 置義務はない。



6.2駐車場の保有状況

調査対象マンション68事 例注2)のうち駐車場を保有するも

のは44例 である。総駐車台数は383台 であり,設置率38%

(分譲62%,賃 貸26%)と なる。

図2-3は マンションの戸数と駐車場収容台数の関係を図

化したものである。敷地規模ごとの実態を以下に記す。ここ

で用いている設置基準は,現 行の指導要綱によるものであり,

マンション建設時のものではない。

大規模マンション16例 のうち11例 は16～33台 と比較的

収容台数が多い駐車場を保有しており,設置率は50%以 上

が多い。3例を除いて,設 置基準を超える台数を敷地内に確

保している。駐車場のないマンションが1例 ある。

中規模マンション22例 のうち駐車場をもたない2例 を除い

て,20例 が2～8台 の駐車場をもつ。分譲では,設 置基準を

超えて駐車場を設置する傾向がある。賃貸では設置基準を

敷地内で満たしているものは少ない。

小規模マンションでは設置義務のあるものは少数である。

30例 のうち駐車場をもつのは9例 で,収 容台数は2,3台 が

ほとんどである。7/9例 は住居系用途地域に立地し,6!9例

は敷地面積200n治 である。駐車場のない21例 のうち19

例は,敷 地面積2()O㎡ 未満の極小規模マンションといえる。

13例 は近商に立地し,12例 は店舗・事務所等をもつ。

6.3駐 車場の設置のされ方

表2-6は マンションの規模別駐車場の概要である。

大規模マンションでは,規 模の大きな屋外駐車場あるいは

屋外駐車とピロティ駐車を併用する屋内外併用駐車場が多

い。半数近い7例 が機械駐車設備を設置している。

小規模・中規模マンションでは,屋 内駐車が半数近くにな

る。屋内駐車のなかには1FLを 半階持ち上げた半地下駐車

場が5例 ある。道路から駐車場へのアプロー一一一チは個別直接

乗り入れ形式をとるものが多い。小規模では619例,中 規模

では9/20例 である。駐車効率はよいが,交 通安全上,街 路

景観上好ましくない。

7.まとめ 一マンション建築の実態と住環境整備の課題

調査対象地区におけるマンションの大半は敷地面積500

㎡未満である。そのうち住居系用途地域に立地する事例の

大部分は建物階数3階 である。これは 「西宮市環境保全条

例」の建築基準による。近商においては,上 記条例の建築

基準が除外されるため,500㎡ 未満の敷地においても4,5

階建のマンションが主となる。敷地面積500㎡ 以上では,住

居系用途地域で6階 建以下,近 商で8～11階 建が主となる。

相隣関係,街 路アメニティへの影響,駐 車場 について建

築計画的にみた問題点と課題は敷地規模によって異なる。

敷地面積500㎡ 以上のマンションでは,敷 地内に一定の

空地が確保でき,住居系用途地域で5階 建程度までなら,

建築計画的にみた相隣関係上の問題は少ない。駐車場に

ついても,街 路アメニティに寄与するか,少 なくともこれを阻

害しないかたちで設置される例が多い。

敷地面積300～500㎡ のマンションでは,敷 地内にまとま

った空地が確保できない例が多く,空地にっいては道路へ

の依存度が高まる。相隣関係についても隣地建物と近接し,

3階 建程度でも問題点を含む例があらわれる。駐車場設置

により街路アメニティを阻害する例が多くみられる。

敷地面積300㎡ 未満になると,ほとんど敷地内にまとまっ

た空地を確保できない。空地についてはほぼ道路に依存す

るかたちになる。相隣関係は隣地の状況によって不安定に

なる。駐車場設置は義務づけられておらず駐車場をもたな

い事例も多いが,駐 車場を設けた場合は街路アメFテ ィを阻

害することになる。

なお,近 隣商業地域では4～5階 建の小・中規模マンショ

ン,8～11階 建の大規模マンションが立地しており,住居系



用途地域とは別の観点からの検討が必要である。

結び 一低層既成市街地における段階的,部 分的中高層化

に向けた計画的課題

阪神大震災で大きな被害を受けた西宮市南部市街地の

復興では,戦 前から定着した優良な戸建て住宅地に,段 階

的,部 分的に短時 日に中高層化が進み,建 物高さなどに起

因する住環境問題を発生させた。

このことは,我 が国低層既成市街地における住環境問題

を圧縮して示した事例であると考えられる。戸建て住宅地と

して造られた,即 ち背中合わせの小規模敷地と区画街路で

編成される宅地基盤を有する低層既成市街地では,住 居系

用途地域及び容積率200%が 広範囲に指定されている。こ

こで個々の敷地が段階的,部 分的に中高層化されることが

マンション紛争を発生させ住環境問題の大きな要因となって

いる。

これに対して西宮市では,1973年 に施行した中高層建築

物の建築に関する指導要綱の500㎡ 以上規定により,500

㎡未満敷地での4階 建て以上の建築を認めなかったことが,

結果的に建物高さを抑えかっ500㎡ 以上の大規模敷地は

周辺の住環壌への寄与が期待できるので,500㎡ 未満敷地

の多い戸建て住宅地の中高層化の秩序化に効果を挙げて

いる。

また,500㎡ 以上敷地の中高層化に伴う住環壌のトラブル

に対しては,容 積率200%の 法指定の枠内で実現する市街

地像と住民の共有する市街地像にギャップ,特 に建物高さ

にギャップがあることに起因していることが顕在化した。この

ギャップ対策として,用 途地域見直し,高度地区指定強化な

どの行政側の努力が行われ一定の効果をあげているが既存

不適格問題のためその効果に限界がある。

住民側のギャップ対策として,低 層既成市街地の住環境

を積極的に保全するためには都市計画による一般規制のみ

では十分でないことを理解した住民の発意によりまちづくり

協議会が発足し,建物高さ,用途などに肌理細かい規制の

できる地区計画を活用し環境整序効果をあげている。

一方,500㎡ 未満敷地では3階 建てであっても,中 高層

化の進展は,相 隣関係に関わる敷地内空地の不足・道路へ

の依存,駐 車場の設置による街路アメニティの阻害など,建

築計画的にみて住環境への悪影響を免れないということが

判 明した。このことは,地 区計画により大規模敷地の高さを

抑えたとしても,小 規模敷地に段階的,部 分的に中高層化

が進むことは,住 環境形成に課題を残すものである。

低層既成市街地における段階的,部 分的中高層化に向

けた計画的課題としては,次 の2点 があげられる。

①大規模敷地における突出した中高層化に対しては,地

区の特性 に応じて肌理の細かい 市街地形成を誘導する方

策が必要であり,都市計画の一般規制に加えて地区住民の

合意形成のもとに実現できる地区計画の策定が有効である

こど,

②小規模敷地における中高層化による住環境の阻害に

対しては,現 行の地区計画では不十分であり,敷地の統合・

共同化などによるゆとりのある敷地への拡大の誘導,個 別確

保に問題のある駐車場の共同確保など,地 区の住環墳の逐

次改善を協調して実現する方策を検討すること。

500㎡ 以上規定のない近隣商業地域では,500㎡ 未満の

敷地における4階 建以上の中高層化が進行しており,低層

既成市街地の段階的,部 分的 中高層化という本研究とは別

の観点からの検討が必要である。

なお,今 回の調査は,西 宮市の条例・指導要綱下におけ

る住宅地を対象としたものであり,低層既成市街地における

段階的,部 分的中高層化に向けた計画的課題をより深く検

討するためには,条 件の異なる他都市との比較も必要であ

る。
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<注>

1)本 論 にお ける用途 地域 名称は以下のように略す る。1低 層:第1

種低層住居専用地域,2低 層:第2種 低層住居 専用地域,1中 高:

第1種 中高層住居専用地域,2中 高:第2種 中高層住 居専用地

域,1住 居:第1種 住居地域,2住 居:第2種 住居地域,準 住居:

準住居 地域,近 商:近隣商業地域,商 業:商業地域,準 工業:準工

業地域,工 業:工業地域

2)大 規模マンション16事 例のうち1事 例は,異 なる時期 に建築され
た2棟 のマンションが同一敷地 に建ち,駐 車場を共有している。こ

こでは,これらを1事 例と数えている。
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